
 

令和２年８月末日現在の休業４日以上の労働災害※のうち転倒災害は前年同

期と比べ１１人の増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料出所：津労働基準監督署「労働者死傷病報告」（速報値） 

 

 

・休業４日以上の労働災害のうち転倒によるものが３０％を占めています。 

・女性の休業４日以上の労働災害のうち４４％が転倒災害です。 

・休業４日以上の転倒災害の被災者について、５０代以上が７７％を占め

ています。 

 

 

 

 

 

津労働基準監督署管内で転倒災害が増加中！ 

津労働基準監督署管内の転倒災害の特徴 

転倒災害の発生原因には、「滑り」「つまずき」「踏み外し」の３つの典

型的なパターンがあります。 

 



 

 

 

 

 

厚生労働省と労働災害防止団体では、転倒災害を撲滅するため「ＳＴＯＰ！転

倒災害プロジェクト」を推進しています。 

 

 

 

○ ４Ｓ（整理・整頓・清掃・清潔）に取り組むこと 

  ○ 転倒しにくい方法で作業すること 

  ○ 作業に適した靴を選び、定期的に点検すること 

  ○ 職場の危険マップを作成し、危険情報を共有すること 

  ○ 転倒の危険性がある場所にステッカーを掲示し、注意喚起すること 

 〇 転倒災害防止のためのチェックシートを活用すること 

詳しくは、厚生労働省等のホームページをご確認ください。 

 

 

 

 

津労働基準監督署では、以下の転倒災害防止の周知啓発用カードを作成しま

した。 

このカードは名刺サイズで作成しています。カードのデータは津労働基準協

会ホームページに掲載されていますのでダウンロードの上、是非ご活用くださ

い。 

注）印刷する際には、「ページの拡大／縮小」なしを選択する、「用紙サイズにあわせる」の

チェックを外すなど、設定の上、印刷してください。 

 

 

 

 

 

ＳＴＯＰ！転倒 検索 

転倒災害を防止するために以下の取り組みを進めましょう！ 

転倒災害防止の周知啓発用カードを作成しました 


